
内
閣
衆
質
一
五
五
第
八
号

平
成
十
五
年
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
情
報
公
開
の
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

八

号



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
情
報
公
開
の
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
、
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
各
行
政
機
関
に
お
い
て
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
。

以
下
「
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
情
報
公
開
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
っ
た
情
報
公
開
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定
等
の
期

限
の
延
長
件
数
等
は
、
別
表
一
及
び
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
各
行
政
機
関
に
お
い
て
開
示
決
定
等
に
対
し
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
基
づ

き
施
行
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
受
け
付
け
た
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
の
期
間
等
は
、
別
表
三
及
び
別
表

四
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

各
行
政
機
関
に
お
い
て
施
行
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
十
八
日
ま
で
に
開
示
決
定
等
を
行
っ
た
事
案
の
う
ち
、
お
尋
ね

の
情
報
公
開
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
処
理
を
せ
ず
に
情
報
公
開
法
第

一



十
条
第
一
項
に
定
め
る
期
間
を
過
ぎ
て
か
ら
開
示
決
定
等
を
行
っ
た
事
案
の
件
数
及
び
そ
の
理
由
は
、
別
表
五
の
と
お
り
で

あ
り
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
を
行
い
、
当
該
延
長
後
の
期
間
を
過
ぎ
て
か
ら
開
示
決
定
等
を
行
っ
た
事

案
の
件
数
及
び
そ
の
理
由
は
、
別
表
六
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

情
報
公
開
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
処
理
を
行
わ
ず
情
報
公
開
法
第
十
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
開
示
決
定
等
を
行
わ

な
い
場
合
に
は
、
一
般
的
に
は
同
条
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
各
行
政
機
関
は
、
開
示
決

定
等
に
係
る
事
務
処
理
を
速
や
か
に
行
う
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

ま
た
、
開
示
決
定
等
を
行
う
べ
き
期
間
内
に
開
示
決
定
等
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
二
条
又
は
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
懲
戒
処

分
を
行
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
懲
戒
権
者
が
、
そ
の
原
因
、
態
様
等
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
す
る
こ

と
と
な
る
た
め
、
一
概
に
は
お
答
え
で
き
な
い
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

情
報
公
開
法
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
よ
る
公
益
上
の
必
要
に
よ
る
裁
量
的
開
示
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
に
行
政
機

二



関
の
長
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
各
行
政
機
関
に
お
い
て
施
行
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
十
八
日
ま
で
に
同
条
の
規
定

を
適
用
し
て
行
政
文
書
を
開
示
し
た
も
の
と
し
て
総
務
省
に
報
告
が
あ
っ
た
事
例
は
、
別
表
七
の
と
お
り
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

開
示
決
定
等
に
対
す
る
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
く
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
不
服
申
立
て
を
受
け
た
行
政
機
関
に
お

い
て
事
務
処
理
を
適
切
に
行
っ
た
上
で
、
で
き
る
だ
け
迅
速
に
内
閣
府
情
報
公
開
審
査
会
又
は
会
計
検
査
院
情
報
公
開
審
査

会
に
対
す
る
諮
問
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
て
お
り
、
各
行
政
機
関
に
お
い
て
、
今
後
と
も
、
そ
の
よ
う

な
対
応
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

七
に
つ
い
て

施
行
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
十
八
日
ま
で
に
情
報
公
開
法
の
運
用
に
つ
い
て
受
け
た
苦
情
や
要
望
の
件
数
は
、
把
握

し
て
い
る
限
り
で
は
、
三
百
一
件
あ
り
、
そ
の
う
ち
文
書
に
よ
る
も
の
は
百
六
十
三
件
で
あ
る
。

三
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五
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七



八



九
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一
一



一
二



一
三



一
四



一
五



一
六



一
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一
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一
九



二
〇



二
一



二
二



二
三



二
四



二
五



二
六



二
七



二
八



二
九



三
〇



三
一



三
二



三
三



三
四



三
五



三
六



三
七



三
八



三
九



四
〇



四
一



四
二



四
三



四
四



四
五



四
六



四
七



四
八



四
九



五
〇



五
一



五
二



五
三



五
四



五
五



五
六



五
七



五
八



五
九



六
〇



六
一



六
二



六
三



六
四



六
五



六
六



六
七



六
八



六
九



七
〇



七
一



七
二



七
三



七
四



七
五



七
六



七
七



七
八



七
九



八
〇



八
一



八
二



八
三



八
四



八
五



八
六



八
七



八
八



八
九



九
〇



九
一



九
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九
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九
四



九
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九
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九
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九
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九
九
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九
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一
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一
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一
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三



一
一
四



一
一
五



一
一
六



一
一
七



一
一
八



一
一
九



一
二
〇



一
二
一



一
二
二



一
二
三



一
二
四



一
二
五



一
二
六



一
二
七



一
二
八



一
二
九



一
三
〇



一
三
一



一
三
二



一
三
三



一
三
四



一
三
五



一
三
六



一
三
七



一
三
八



一
三
九



一
四
〇



一
四
一



一
四
二



一
四
三



一
四
四



一
四
五



一
四
六



一
四
七



一
四
八



一
四
九



一
五
〇



一
五
一



一
五
二



一
五
三



一
五
四



一
五
五



一
五
六



一
五
七



一
五
八



一
五
九



一
六
〇



一
六
一



一
六
二



一
六
三



一
六
四



一
六
五



一
六
六



一
六
七



一
六
八



一
六
九



一
七
〇



一
七
一



一
七
二



一
七
三



一
七
四



一
七
五


